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【ＦＩ】
   Ｈ０４Ｎ   21/238    　　　　
   Ｈ０４Ｌ   12/951    　　　　
   Ｈ０４Ｌ   12/70     　　　Ｅ
   Ｈ０３Ｍ    7/30     　　　Ｚ
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【手続補正書】
【提出日】平成28年2月1日(2016.2.1)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項１２】
　前記ストリーミングできないメディアファイルの前記追加部分のそれぞれが、キーフレ
ームから始まる、請求項１１に記載の方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項１９】
　第２のトランスコーディングサーバを更に含み、
　前記取り込みサーバが更に、前記ストリーミングできないメディアファイルの第２の部
分をトランスコーディングのために受け取り、第２のストリーミング可能セグメントを生
成するために、前記メディアファイルの前記第２の部分を前記ヘッダの少なくとも一部と
結合するためのものであり、
　前記第２のトランスコーディングサーバが、前記第２のストリーミング可能セグメント
をトランスコーディングして、第２のトランスコーディングされたストリーミング可能セ
グメントを生成するためのものである、請求項１６に記載のシステム。
【手続補正３】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項２４
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【請求項２４】
　前記ストリーミングできないメディアファイルの前記追加部分のそれぞれが、キーフレ
ームから始まる、請求項２３に記載のシステム。
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